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第 14 章 準備書に対する経済産業大臣の勧告 

 

「電気事業法」（昭和 39 年法律第 170 号）第 46 条の 14 第 1 項の規定に基づく、準備書につい

ての経済産業大臣の勧告（令和 8 年 4 月 8 日付 20250717 保第 13 号）は、次のとおりである。 

また、同通知に添付された大阪府知事からの意見の写しは、「第 13 章 13.2 準備書についての

都道府県知事等の意見及び事業者の見解」のとおりである。 

 

  



 

14-2 

(1260) 

 



 

14-3 

(1261) 

 



 

14-4 

(1262) 

 



 

14-5 

(1263) 

 



 

14-6 

(1264) 

 



 

14-7 

(1265) 

 



 

 

(1266) 

 


